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        今月の注目記事  

・班長会、臨時総会のご案内（総務部）・・・ｐ1 

・町内会費納入準備のお願い（会計部）・・・ｐ2 

・令和3年度助成金の申し込みについて（福祉部）（文教体育部）・・・p2 

★2月～4月 行事予定 

月 日 行事等 月 日 行事等 

２ 28(日) クリーンデー10:00中止 ４ 3（土） 無線訓練9:00 

防災運営会議13::00 ３ 13(土) 臨時役員会13:30 

20(土) クリーンデー見直し会議13:30 10(土) 臨時役員会13:30 

21(日) クリーンデー10:00 16(金) 赤ちゃんステーション10:00 

27(土) 班長会資料準備13:00 

班長会資料配布14:00 

臨時総会・班長投票14:00-15:00 

投票結果集計15:00 

19(月) ハローキッズ10:00 

21(水) 元気会13:00 

24(土) 班長会準備13:00 

ブロック班長会×３ 14:00 

役員会15:40 

25(日) (市議選投票日) 

クリーンデー10:00 

 

★班長会、臨時総会のご案内                   （総務部） 

１．3月の定例班長会/臨時総会は、27日(土)14:00から町内会館・大集会室でブロック毎に3回に

分けて開催予定でしたが、コロナ感染抑止のため、各戸配布用の資料お渡しのみとし、臨時総会に

ついても会議は開かず、昨年同様に「書面評決」方式で決議します。 

2月の班長会でお配りする「臨時総会(書面評決適用)ご通知」をご確認の上、各議案に対

する賛否を別紙の書面評決書(投票用紙)」に記入して提出(投票)ください。 

２．また 3/27 当日 13:00 から、班長さんへお渡しする資料の準備(資料綴じ)を同所にて

行います。３月の当番は８地区と９地区の12名の班長さんです、お手伝いをよろしく

お願いします。 

  配布資料の並べ終了後、お手伝いいただいた班長さんは、臨時総会の投票を済ませ

た後、14:00 を待たずに資料をお持ち帰りいただきます。また後片付けをお願い

している 6 地区の班長さん 6 名の方は、片付けのお手伝いは不要、とさせていた

だきます。 

 

 

今泉台町内会たより 

町内会館 窓口受付時間 

月～金：10:00～12:00 

      13:00～16:00 

土  ：10:00～12:00 
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★2021 年度 町内会費(3,600 円)納入準備のお願い        （会計部） 

4月は町内会費（年額一括）納入の月です。所定どおり納入が完了しますよ

う預金残高のご確認をお願いします。 

 

町内会費は、会員相互の親睦と安全・安心な生活環境の保持を目的に、町内

会館、防犯灯・防犯カメラ、防災設備など共有施設の整備と維持管理、地域の

安全・安心・社会福祉など諸活動費の分担、町内の福祉・文教体育・広報等の

活動支援に使われます。ご理解とご協力をお願いします。 

 

■年会費    3,600円 （月額300円×12か月、年額一括） 
■納入方法 ①現金   4月中に町内会事務所へ直接ご持参ください。 

②振込み  4月中に以下のいずれかの口座へお振込みください。 
           （振込み手数料は自己負担でお願いします。） 

 

     

・お名前の前に番地を入れて振り込んでください。 
    （例）4-6-13 イマイズミハナコ 

  ③口座振替 Ⓐ三菱UFJ銀行 3,600＋110(引落手数料)＝3,710円 
     Ⓑゆうちょ銀行  3,600＋ 55(引落手数料)＝3,655円 
   ⒶⒷどちらも引き落とし日は 4月15日（木）です。 

初回残高不足の場合、2回目引落日は 5月１０日（月）です。2回とも残高不足により振替不能

となった場合は、その後にご入金されても自動引き落としされず未納扱いになります。 

 

《お願い》 
町内会事務所の受付時間は平日午前10～12時、午後１～4時、土曜10時～12時です。 

会員が期間内に事務所へ出向き現金納入されるお手間を省くため、また現金授受、領収書発行などの事

務手続きの軽減化、未納者への督促などの負担を避けるためにも上記の納入方法

のうち③口座振替（毎年自動引き落とし）手続きをお願い致します。 

金融機関提出用紙は町内会事務所にございます。３月中旬までにお手続きいた

だくと2021年度から引き落とし可能となります。コロナ感染防止のためにも、

ご検討のほどよろしくお願いします。 

 

★令和３年度助成金の申し込みについて           （福祉部）（文教体育部） 

下記の通り、令和３年度町内会助成金の申請を受け付けますのでご希望

の団体サークルはお申し込みください。 

なお、今年度より助成金の申し込み期間を下記の様に変更しましたので、

ご理解頂きましてご協力をお願いします。 

 

 申し込み期間：令和3年3月1日(月)〜令和3年3月19日(金) 

 申し込み方法：町内会備え付けの申請書に必要事項を記入の上、提出してください。 

(令和2年度の活動状況や助成金の使途、令和3年度の活動計画など明記してください。 

年度途中ですので、見込みでの記入をお願いします。) 

 助成基準：規定に基づき対象は、「子育て支援」「高齢者福祉」の活動を通じて広く地域に貢献する 

      団体サークルとしています。  

 

●三菱UFJ銀行 大船支店 普通 0038964 今泉台町内会 

●ゆうちょ銀行 00230-4-10146 今泉台町内会 
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★【報告】「洗心庵」の建替え着工について             （総務部） 

 昨年の臨時総会第三号議案で承認いただいている二丁目金仙地蔵尊の洗心庵の改築/建替えの件は、

その後「市街化調整区域内での建替え」、「洗心庵が建設当時から一般住民に利用されていたことの説明」、

「現建物の敷地に接して存在する市有地(赤道)の扱い」等々の問題が現われ、コロナ禍もあって解決に

時間が掛かりました。2月初めに市開発審査課の許可が出て、現在は都市景観課風致担当の審査を受け

ています。今後は建物内外部の詳細仕様について各方面から意見をいただき、3月には工事の具体的な

日程を立て、7月くらいを目途に完成させる予定です。 

 

★第８回「今泉台文化祭」（５月２９日・３０日）中止のお知らせ （文教体育部）  

２０２１年５月２９日（土）、３０日（日）に開催予定をしておりました恒例の第８回「今泉台文化

祭」について文化祭実行委員会で色々検討した結果、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が始まっ

たとはいえ収束が不透明のため中止することとします。 

 

代替え案として秋開催について再度検討するとしております。 

 

★福祉部からのお知らせ！                    （福祉部） 

梅の花も咲き始め、寒風の中でも春を感じる様になりました。コロナ感染もまだまだ安心の域には達

していませんが、ワクチン接種も徐々に始まりつつあります。明るい気持ちで元気で過ごしましょう。 

3 月まで開催中止にしておりました 3 つのサークルは、4 月から開催を予定しています。コロナ感

染状況によっては中止することもあります。その際は4月上旬に掲示板にてお知らせします。 

 

 ◎ハローキッズ今泉台（子育てサロン）へのお誘い 

3月は開催中止。 

次回開催予定 

日 時：令和３年４月 1９日（第 3 月曜日）10：00～11：30  

場 所：町内会館１F大集会室 

 

◎赤ちゃんステーション 

3月は開催中止。 

次回開催予定 

日 時：令和3年4月16日(第3金曜日) 10:00〜11:30 

場 所：町内会館2F多目的ホール 

 

◎元気会 

3月は開催中止。 

次回開催予定 

日 時：令和３年4月21日(第3水曜日) 13:00〜15:00 

場 所：町内会館１F大集会室 

会 費：100円 
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★防災メモ（「家庭の防災」その４）                   （防災部） 

家庭に於ける防災の留意点につき、４回目を掲載します。 

いざという時に慌てずに行動しましょう。 

 

[災害時の行動]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害が収まったら 

・家族の安否確認･情報収集に電話･SNSを利用する。 

・黄旗掲出 

自分と家族の安全が確保出来たら､玄関先に「黄旗」を掲げる。 

「黄旗」が出ていないお宅に声を掛ける。 

・可能な者は､隣近所の安否確認･被害状況を把握して、 

災害時集合場所へ集合する。 

・自宅を離れるときは、安否メモ（自分と家族の安否情報･避難先･                

連絡先）を玄関先に残す。 

 

[生活再建に向けて] 

〇応急危険度判定    〇住家の被害認定調査 

〇罹災証明書の発行   〇国による各種支援 

土砂災害の前兆 

・外の安全な場所へ

逃げる。 

・崖･擁壁から遠い 

２階部屋へ移る。 

 

 

内水氾濫の前兆 

・土のうなどで家へ

の浸水を防ぐ。 

・２階部屋へ移る。 

 

 

大地震が発生 

・三度のチャンスで消火。 

（揺れを感じたとき､大揺れが収ま

ったとき､出火した直後） 

・直火の器具はすぐに消す。 

・都市ガスの元栓を閉める。 

・電気のメインブレーカーを落す。 

・ライター・マッチを使わない。 

（漏れたガスに引火の恐れ） 

自宅で火災が発生 

・初期消火する。 

・外に逃げる。⇒助けを求める。 

       ⇒119番通報 

自家消火の限界 

出火から2分半 

炎の高さ１ｍ 

面積1㎡まで 

 

被災者を救出するときは1人で行動せず､

応援者が来てから救出する。 

 

家屋に閉じ込められたときは 

打音や笛で助けを求める。 

 

 

避難所や集合場所では 

・ルールを守り､助け合い･

譲り合いの心を持つ。 

・要支援者や災害弱者の世

話をする。 
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★7丁目滝ノ入トンネル下り坂速度に注意！         （防犯・交通部） 

先頃、当該下り坂右カーブに於いて自転車事故が発生しました。この下り坂は

速度が出やすく、過去にも事故が発生しております。特に自転車の場合、必要以

上に速度が出過ぎると止めることが出来なくなり非常に危険で、パニック状態に

陥ります。他にもこのような下り坂があるかと思いますが、車を含め徐行を怠ら

ぬよう注意してください。 

 

★自主防災規約改訂                             （防災部） 

本町内会自主防災規約が改訂されてから１２年を経過しました。非常事態発生時には、より的確に

対応すべく、平成３１年に発足した地区委員制度を織り込んだ規約改訂を臨時総会に提案します。

近々の大地震が予測される中、皆さんも怠りなくご準備のほどお願いします。 

 

★防災訓練中止                                （防災部） 

一昨年末に発生し、全世界に蔓延している新型コロナウイルスにより、昨年の町内一斉避難訓練及

び三町内合同避難訓練は実施できませんでした。現状では早期の収束が見込めないため、今年も３月

予定の訓練を中止します。 

 

★3 月のクリーンデーについて                 （環境衛生部） 

 1 月と 2 月のクリーンデーは、緊急事態宣言の発令により中止となりました。3 月のクリーンデー

は緊急事態宣言がさらに延長されるかどうかにもよりますが、解除された場合は 3 月 21 日（日）に

行いますのでご協力をよろしくお願いします。 

 

★町内会館横(公園側)の飲料自販機が新しくなります！         （総務部） 

会館の吉ガ沢公園側に設置されている飲料自販機を、3/8(月)から監視カメラ付き災害

対応型の新型自販機に置換えます。カメラは自販機内蔵で監視画像は自動で管理会社に送

信/保存され、有事の際には所轄の警察署の要求で提供されます。また新自販機は既存機

より一回り大きく約1.5倍の飲料が保管され、大災害発生時には(町内会で預かっている

鍵を使って)自販機内の飲料を無料で取り出せます。平時の飲料価格は既存機より安く設

定していますので是非ご利用ください。 

 


